
次世代育成支援対策推進法に基づく

一般事業主行動計画の策定、公表・周知、届出
を行いましょう!!

常時雇用する労働者とは・・・
正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず次の従業員をいいます。
①期間の定めなく雇用されている者
②期間雇用者であって、過去1年以上引き続き雇用されている者、または1年以上の雇用が見込まれる者

株式会社〇〇行動計画

社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能

力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間 令和７年４月１日～令和10年３月31日までの３年間

２．内容

＜対策＞

●令和〇年〇月～ 各職場における休業者の業務カバー体制検討

（代替要員の確保、業務体制の見直し

複数担当体制、多能工化など）

＜対策＞

●令和〇年〇月～ 管理職を対象とした意識改革のための研修を

年１回実施

●令和〇年〇月～ 各部署における問題点の検討及び研修の実施

目標１：計画期間内の男性社員の育児休業取得率を50％以上とする

目標２：全社員の時間外・休日労働時間の平均を各月20時間未満とする

②労働時間の状況とは･･･
フルタイム労働者１人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数等の労働時間
（高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者にあたっては、健康管理時間）

１ 自社の現状や労働者のニーズを把握し、行動計画を策定しましょう

①育児休業等の取得状況とは・・・
男性労働者の「育児休業等取得率」又は男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇※の取得率」

※育児目的であることが明らかな休暇制度（育児参加奨励休暇、孫誕生休暇、配偶者出産休暇等)

行動計画策定のポイント

●策定前に状況把握を行います。

①男性の育児休業等の取得状況、

②法定時間外・法定休日労働時間の状況、

③その他の状況（指針事項＊任意）

●企業単位で策定します。

●計画期間は２年～５年が望ましい。

（認定申請を行う場合２～5年が必須）

●数値目標を設定します

①男性の育児休業等の取得状況、

②法定時間外・法定休日労働時間の状況、

③その他の目標（指針事項＊任意）

（①・②の状況把握と数値目標設定は

101人以上規模企業と認定申請企業は必須）

ご注意！

子育て世代の男性労働者が少ない等、男性

の育児休業や育児目的休暇の取得対象者自

体が見込めない場合であっても、101人以

上規模企業は、法に基づき①と②の状況把

握と数値目標を設定する義務があります。

福井労働局 雇用環境・均等室 0776－22－3947

両立支援のひろば https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

「一般事業主行動計画公表サイト」より業種別、規模別で

他社の行動計画を検索・閲覧し参考にできます

令和７年12月作成

一般事業主行動計画とは・・・
従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしない従業員も含めた働き方の見直し

に取り組むために、①計画期間、②目標※、③目標達成のための対策と実施時期を定めるものです。

常時雇用する労働者が101人以上の企業は、仕事と子育ての両立を図るための「一般事業主行動計画」を策
定し、一般へ公表、従業員への周知を行い、その旨を都道府県労働局に届出することが義務づけられています
（100人以下の企業は努力義務）。

※計画を策定するにあたり、直近の事業年度における①育児休業等の取得状況及び②労働時間の状況の把握を
行うこと、把握した状況から課題を分析した上で、行動計画目標に、①育児休業等の取得状況及び②労働時間
の状況にかかる数値目標を設定することが義務づけられています（100人以下の企業は努力義務）。

・男性・女性それぞれの育児休業取得率

・法定時間外労働の平均時間数削減

・現在の支援制度に対する満足度向上

・年次有給休暇の取得率アップ 等

他

目
標
例

＊次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/


〇届出様式は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。

届出様式には状況把握実施記載欄と数値目標設定記載欄がありますのでご留意ください。

厚生労働省トップページ＞ カスタム検索＞「一般事業主行動計画の策定」で検索

〇行動計画を策定（または変更）した内容を「一般事業主行動計画策定・変更届」に記載いただき、

福井県内本社企業におかれては福井労働局雇用環境・均等室に届け出てください。

届出先

〇郵送または持参の場合

福井労働局 雇用環境・均等室 〒910-8559 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎9階

※届出の写しが必要な場合は、提出用と控用の２部と返信封筒をご用意ください TEL 0776-22-3947

〇電子申請の場合

電子申請システム https://shinsei.e-gov.go.jp/

・「両立支援のひろば」（厚生労働省運営のサイト）

への掲載

・自社ホームページへの掲載

・事業所の見やすい場所（受付、広報室）

への掲示や備え付け など

公表方法

・事業所の見やすい場所への掲示、備え付け

・従業員への配布

・電子メールでの送付

・社内イントラネット掲示板への掲載 など

従業員への周知方法

計画期間終了前には・・・

➀目標の達成状況を確認しましょう。
②目標の達成状況、取組経過を踏まえて、再び自社の状況を把握し、
行動計画を策定（または変更）し、 労働局に届け出てください。

◆目標をすべて達成した場合…
 一定の基準を満たすと、子育てサポート企業として厚生労働大臣（都道府県労働局長に委

任）の認定を受け、くるみんマークを取得できます。「トライくるみん認定」「くるみん認
定」を受けた企業は、さらに「プラチナくるみん認定」（特例認定）を受けることができます。

また、不妊治療と仕事の両立のための取組を行っている企業には、それぞれの「くるみん認
定」にプラスして認定（プラス認定）する制度もあります。
◆くるみん認定を受けると…

 くるみんマークを広告、商品、求人票、名刺などにつけ、子育てサポート企業であることを
内外にＰＲできます。その結果、企業イメージや従業員の意識の向上、 優秀な従業員の確保・
定着が期待できます。
また、くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定を受けた企業は、公共調

達で有利になります。
くるみん等認定制度についての詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。
県内認定企業については、

福井労働局HPトップページ＞各種認定マーク＞くるみん認定企業 からご覧ください。

厚生労働省HP
くるみん等認定ページ

２ 策定した行動計画を公表し、労働者に周知しましょう

３ 行動計画を策定した旨を労働局へ届け出ましょう

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

４ 行動計画に基づく取組を実施し、効果を測定しましょう

〇認定申請先 福井労働局雇用環境・均等室

くるみん認定申請について
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この届出についての担当部局名と
担当者の氏名を記入してください。

該当するものに○
をつけ、その日を記
入してください。

これから公表及
び周知を行う場合
は、公表方法及び
周知方法の予定を
記入してください。
また、「常時雇用
する労働者数」が１
００人以下の企業
は、外部への公
表・労働者への周
知を行っている場
合のみ記載してく
ださい。
なお、 「常時雇用
する労働者数」が
１００人以下の企業
であっても、認定及
び特例認定を受け
る場合は、必ず、
外部への公表及び
労働者への周知を
行う必要がありま
す。

行動計画を外部
へ公表した日を記
入してください。
これから公表する
場合は、公表予定
日を記入してくださ
い。
なお、外部への
公表は、策定して
からおおむね３か
月以内に行うよう
にしてください。

該当するものに○
をつけてください。

認定又は特例認
定を希望するかど
うかについて、該当
するものに○をつ
けてください。
なお、ここで「無」
に○をつけた場合
でも、認定申請及
び特例認定申請が
できなくなるわけで
はありません。

一般事業主行動計画策定・変更届 記入例

この届出をする日を記
入してください。

届出を行う事業
主の氏名又は名称、
主たる事業、住所、
電話番号を記入し
てください。
法人の場合は、
法人の名称、主た
る事業、主たる事
務所の所在地、代
表者の氏名、主た
る事務所の電話番
号を記入してくださ
い。
＊押印は不要です。

この届出書を提
出する日又は提出
前の１か月以内の
いずれかの日の
「常時雇用する労
働者数」を記入して
ください。
また、同様に、男
女別の労働者の数
及び有期契約労働
者の数を記入してく
ださい。

厚生労働省ホームページよりダウンロードができます

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/

行動計画を策定した旨の届出をする場合には「策
定」に〇を、既に届出をした行動計画の変更の届出を
する場合は「変更」に〇をつけてください。
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挙げられてい
る項目のどれに
も該当しない事
項を行動計画
に定めた場合
は、「その他」に
○をつけ、その
概要を記入して
ください。

策定した
行動計画の内容
として該当する
ものに〇をつけて
ください。
変更の届出の
場合は、変更後
の行動計画の
内容に該当する
ものすべてに〇を
つけてください。

カ(ア)(イ)(ウ)(エ)
の詳細について
は省略
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